
国 総 地 第 １ ９ ３ 号 

令和７年１２月２５日 

 

各地方運輸局交通政策部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長  殿 

 

総合政策局地域交通課長 

 

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金に係る国庫補助上限額について 

 

令和７年度における地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱別表８に定

める「補助対象系統が存する市区町村毎の国庫補助上限額」については、令和７年 10

月 20 日付国総地第 167 号の１により通知したところですが、令和７年度補正予算成

立に伴い、一部を改訂し、下記により算定することとしたので、関係者への周知方よ

ろしくお取り計らい願います。 

 

記 

 

①地域公共交通計画を策定した場合の算定式 

対象人口 × ９０円 ＋ ２００万円（定額） 

 

②地域公共交通利便増進実施計画（以下「利便増進計画」という。)の認定を受けた場

合の算定式 

市区町村毎の地域内フィーダー系統に係る補助対象経費の合計額の１／２ 

 

③地域旅客運送サービス継続実施計画（以下「継続実施計画」という。）の認定を受け

た場合の算定式 

  市区町村毎の地域内フィーダー系統に係る補助対象経費の合計額の１／２ 

 

④地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱別表８ただし書きに係る場合（別

表２５の地域公共交通協働トライアル推進事業の要件を満たす地域公共交通の対

象区域内の市町村であって、都道府県及び当該市町村を構成員に含む活性化法法定

協議会に対し交付する場合） 

①～③の算定式を基に算出した市町村ごとの上限額の合算 

 

なお、災害等により被災した市町村においては、上記算定式によらず特段の配慮を

行うこととする。 

 

※いずれの算定式も千円未満切り捨てとする。 

 

              以 上 



別 添 

 

１．対象人口の考え方 

（１）人口集中地区以外の人口と交通不便地域の人口（※）を比較し、多い人口を対象人口

とする。 

 

（２）政令市、中核市の場合は、交通不便地域の人口（※）を対象人口とする。 

※交通不便地域の人口とは、次に掲げる地域の人口の合計（重複する場合を除く。）とする。 

① 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第 19 号）第２条第１項及び第 43 条

の適用される要件に該当する過疎地域（同法第３条第１項及び第２項に基づく「過疎地域とみなされ

る区域」、同法第 42 条に基づく「過疎地域とみなされる区域」及び同法第 44 条第４項に基づく「過

疎地域とみなされる区域」を含む。） 

② 離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）第２条第１項の規定に基づき指定された同項の離島振興対策実

施地域 

③ 半島振興法（昭和 60 年法律第 63 号）第２条第１項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域 

④ 山村振興法（昭和 40 年法律第 64 号）第７条第１項の規定に基づき指定された振興山村 

⑤ 奄美群島振興開発特別措置法第１条に規定する奄美群島に属する島 

⑥ 小笠原諸島振興開発特別措置法第２条第１項に規定する小笠原諸島に属する島 

⑦ 沖縄振興特別措置法第 3 条第 1 号に規定する沖縄県の区域 

⑧ 交通不便地域として地方運輸局長等が指定する地域（以下「運輸局長指定交通不便地域」という。） 

 

（３）運輸局長指定交通不便地域の地域内フィーダー系統のみを申請する場合は、運輸局長

指定交通不便地域の人口のみを対象人口とする。 

 

２．今後の国庫補助上限額の考え方  

今後も必要な予算の確保に最大限努めるものの、国庫補助の上限額については、何ら   

かの調整があり得る。 

地域公共交通活性化再生法に規定する地域公共交通計画の策定を補助要件としている

ことを踏まえ、公的負担による確保維持が真に必要な地域内フィーダー系統に対し、効果

的・効率的な補助を実施する観点から、国庫補助の上限額については、今後も必要な見直

しを行うことがあり得る。 

利便増進計画及び継続実施計画の認定を受けた場合の特例の期間については、最長５年

間とすることとし、それ以降については、改めて認定を受けた場合を除き、①地域公共交

通計画を策定した場合の算定式を適用する。 

 



 

国総地第１６７号の１ 

令和７年１０月２０日 
 
各地方運輸局交通政策部長 殿 
沖縄総合事務局運輸部長 殿 
 

総合政策局地域交通課長 
 

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金に係る国庫補助上限額について 
 
令和７年度における地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱別表８に定

める「補助対象系統が存する市区町村毎の国庫補助上限額」については、下記により

算定することとしたので、関係者への周知方よろしくお取り計らい願います。 
 

記 
 
①地域公共交通計画を策定した場合の算定式 

対象人口 × ９０円 ＋ １８０万円（定額） 
 
②地域公共交通利便増進実施計画（以下「利便増進計画」という。)の認定を受けた場
合の算定式 
対象人口 × ２４０円 ＋ ４００万円（定額） 

 

③地域旅客運送サービス継続実施計画（以下「継続実施計画」という。）の認定を受け
た場合の算定式 

  対象人口 × ２４０円 ＋ ４００万円（定額） 
 
④地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱別表８ただし書きに係る場合（別
表２５の地域公共交通協働トライアル推進事業の要件を満たす地域公共交通の対
象区域内の市町村であって、都道府県及び当該市町村を構成員に含む活性化法法定
協議会に対し交付する場合） 
①～③の算定式を基に算出した市町村ごとの上限額の合算 

 
なお、災害等により被災した市町村においては、上記算定式によらず特段の配慮を

行うこととする。 
 

※いずれの算定式も千円未満切り捨てとする。 

 

              以 上  



 

別 添 

 

１．対象人口の考え方 

（１）人口集中地区以外の人口と交通不便地域の人口（※）を比較し、多い人口を対象人口

とする。 

 

（２）政令市、中核市の場合は、交通不便地域の人口（※）を対象人口とする。 

※交通不便地域の人口とは、次に掲げる地域の人口の合計（重複する場合を除く。）とする。 

① 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第 19号）第２条第１項及び第 43条

の適用される要件に該当する過疎地域（同法第３条第１項及び第２項に基づく「過疎地域とみなされ

る区域」、同法第 42 条に基づく「過疎地域とみなされる区域」及び同法第 44 条第４項に基づく「過

疎地域とみなされる区域」を含む。） 

② 離島振興法（昭和 28 年法律第 72号）第２条第１項の規定に基づき指定された同項の離島振興対策実

施地域 

③ 半島振興法（昭和 60 年法律第 63号）第２条第１項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域 

④ 山村振興法（昭和 40 年法律第 64号）第７条第１項の規定に基づき指定された振興山村 

⑤ 奄美群島振興開発特別措置法第１条に規定する奄美群島に属する島 

⑥ 小笠原諸島振興開発特別措置法第２条第１項に規定する小笠原諸島に属する島 

⑦ 沖縄振興特別措置法第 3条第 1号に規定する沖縄県の区域 

⑧ 交通不便地域として地方運輸局長等が指定する地域（以下「運輸局長指定交通不便地域」という。） 

 

（３）運輸局長指定交通不便地域の地域内フィーダー系統のみを申請する場合は、運輸局長

指定交通不便地域の人口のみを対象人口とする。 

 

２．今後の国庫補助上限額の考え方  

今後も必要な予算の確保に最大限努めるものの、国庫補助の上限額については、何ら   

かの調整があり得る。 

地域公共交通活性化再生法に規定する地域公共交通計画の策定を補助要件としている

ことを踏まえ、公的負担による確保維持が真に必要な地域内フィーダー系統に対し、効果

的・効率的な補助を実施する観点から、国庫補助の上限額については、今後も必要な見直

しを行うことがあり得る。 

利便増進計画及び継続実施計画の認定を受けた場合の特例の期間については、最長５年

間とすることとし、それ以降については、改めて認定を受けた場合を除き、①地域公共交

通計画を策定した場合の算定式を適用する。 
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